
業庫第２７号（例） 

２０２３年７月３日 

 

歳入（復）代理店引受金融機関本部 

歳 入 （ 復 ） 代 理 店 

 

日 本 銀 行 業 務 局 

 

「日本銀行歳入代理店等事務取扱手続」の一部改正に関する件 

 

「子ども・子育て支援法に基づく拠出金等の納付手続の特例に関する省令の

一部を改正する省令」（令和５年財務省令第７号）の施行により、納付書の書式

が改正されたことに伴い、または規程整備の観点から、標記規程（２０１８年３

月１９日付業庫第３３号別紙１）の一部を別紙のとおり改正し、本日から実施す

ることとしましたので、通知します。 

なお、本日以後も当分の間は、改正前の書式による納付書により納付があった

場合でも、そのまま受入れて頂いて差し支えありません。 

 

 

以  上 

 

 

御中 



別紙 

 

「日本銀行歳入代理店等事務取扱手続」中一部改正 

 

 

○ 付録Ⅰ 記載例２中＜交通反則金にかかる受入書類の例＞および＜国民年

金保険料にかかる受入書類の例＞を次のとおり改める（全面改正）。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

一 般 会 計 内閣府主管 

（番 号） 

（取扱庁名（番 号）） 

一 般 会 計 内閣府主管 

（番 号） 

（取扱庁名（番 号）） 

一 般 会 計 内閣府主管 

（番 号） 

（取扱庁名（番 号）） 

１ 金額欄の数字の訂正はできま

せん。 

２ この納付書は３枚１組となっ

ていますから３枚とも納付場所

に提出して下さい。 

金  額 

 

 

一 般 会 計 内閣府主管 

（番 号） 

（取扱庁名（番 号）） 

一 般 会 計 内閣府主管 

（番 号） 

（取扱庁名（番 号）） 

一 般 会 計 内閣府主管 

（番 号） 

（取扱庁名（番 号）） 

１ 金額欄の数字の訂正はできま

せん。 

２ この納付書は３枚１組となっ

ていますから３枚とも納付場所

に提出して下さい。 

金  額 

 

 

 

受入れ

できる

書類で

あるこ

と（（留

意 事

項）１．

へ）。 

領収金額（合

計額）に訂

正、改ざんが

ないこと（金

額が「0」のも

のは受入れ

ない。）。 

受入書類、領

収金額の確

認後、各片に

領収印を押

す（（留意事

項）４．へ）。 

 

＜交通反則金にかかる受入書類の例＞ 

＜国民年金保険料にかかる受入書類の例＞ 

各 片 の

記 載 事

項 が 一

致 し て

い る こ

と（注）。 

 

 

一 般 会 計 内閣府主管 

（番 号） 

（取扱庁名（番 号）） 

一 般 会 計 内閣府主管 

（番 号） 

（取扱庁名（番 号）） 

一 般 会 計 内閣府主管 

（番 号） 

（取扱庁名（番 号）） 

１ 金額欄の数字の訂正はできま

せん。 

２ この納付書は３枚１組となっ

ていますから３枚とも納付場所

に提出して下さい。 

金  額 

 

 

 

 

 

 

30 .9 .1 0  
日銀歳 

入代理 ○ 

○ 支 

店 

○ 
○ 銀 

 

 

 

 

 

「納付場所」欄に

「歳入代理店」の記

載があること。ただ

し、この欄がなくて

も受入れできるも

のがあるので注意

する（（留意事項）

２．へ）。 

「納付者の

住所・氏名」、

「会計等」、

「取扱庁」の

記載もれが

な い こ と

（（ 留 意 事

項）３．へ）。 

（領 収 日 付 等） 

3 0 . 9 . 1 0  

日銀歳 

入代理 ○ 

○ 支 

店 

○ 

○ 銀 

行 

（領 収 日 付 等） 

 3 0 . 9 . 1 0  

日銀歳 

入代理 ○ 

○ 支 

店 

○ 

○ 銀 

行 

（領 収 日 付 等） 

3 0 . 9 . 1 0  

日銀歳 

入代理 ○ 

○ 支 

店 

○ 

○ 

 

銀 

行 

（注）国民年金保険料にかかる受入書類の領収控には住所氏名欄が表示されないことがある。この場合、

残りの２片について、住所氏名欄の記載事項が一致していることを確認する。 

   納付書・領収証書

納付目的　　国民年金保険料　（　　　　　　） 納付目的　　国民年金保険料　（　　　　　　）

納付書発行年月日　　　　　　　　年　　　月　　　日 納付書発行年月日　　　　　　　　年　　　月　　　日

基 礎 年 金 番 号 基 礎 年 金 番 号

円 ⑥

住所

納  付  書  発  行  年  月  日 納　期　限

年　　　月　　　日

住所

あて先

氏名

納付場所　日本銀行本店、支店、代理店、歳入代理店

   又は日本年金機構の年金事務所 納付場所　日本銀行本店、支店、代理店、

　 歳入代理店又は日本年金機構の

注意　延滞金は、督促を受けた場合に限り督促状に記載されている    年金事務所

   ところによって納付してください。

（　　　） （　　　）

           ⑤  

翌年度5月1日以降現年度歳入組入翌年度5月1日以降現年度歳入組入

年　　　月分

年　　　月　　　日

業　  務  　勘  　定

延  　　 滞　   　金 合　　　計　　　額
収　　納　　年　　月　　日

（領 収 日 付 印）

国 民 年 金 国民年金 国民年金

（領 収 日 付 印）

（納付者渡し）（収納機関用）

（領 収 日 付 印）

国民年金勘定

業 務 勘 定

保険料 円

延滞金 円

合計額 円

上記のとおり納付してください。

   収納

   区分

取扱庁番号

領 収 済 通 知 書

年金特別会計年度     内閣府及び厚生労働省所管

年　　　月分

  並びに所属庁名及び所在地

制度

  歳入徴収官、歳入徴収官代理官職氏名

氏名

事務所

コード

① ②

取扱庁名

届  書

コード

納    付    期    間

（　　　　　　　）

国 民 年 金 保 険 料

納　　付　　目　　的

～

翌年度5月1日以降現年度歳入組入

国民年金勘定

業 務 勘 定

領 収 控

年度
内閣府及び

厚生労働省所管

保険料

延滞金

合計額

円

円

円

年金特別会計（　　　）

年度
内閣府及び

厚生労働省所管

年金特別会計（　　　）

（厚生労働省年金局送付分）

③ ④

内閣府及び

厚生労働省所管
年度

殿

上記の合計額を領収しました。

年金特別会計（　　　）

取扱庁名

上記の合計額を領収しました。 上記の合計額を領収しました。

納付期間　　　　　年　　　　月分～　　　　　年　　　　月分納付期間　　　　　年　　　　月分～　　　　　年　　　　月分

殿

取扱庁名

（
こ
の
通
知
書
は
、

機
械

処

理

さ
れ
ま

す
の

で
、

汚

し
た
り
、
折
り

ま

げ
た

り
し
な
い

で
く
だ

さ

い
。
）

（
切
り
取
ら
な
い
で

く
だ
さ

い
。
）

こ
の
通
知
は
納
付
書
で
す
が
、
機
械
処
理
の
関
係
で
領
収
済
通
知
書
、

領
収
控
、
納
付
書
・
領
収
証
書
の
順
に
綴
っ
て
あ
り
ま
す
。
納
付
の
際

は
切
り
離
さ
ず
に
納
付
場
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
切
り
取
ら
な
い
で

く
だ
さ
い
。
）

国 庫 金 国 庫 国 庫



 

 

〇 付録Ⅱ 参考書式第２号（４）中「厚生労働省子ども家庭局」を「厚生労働

省年金局事業企画課」に、「厚生労働省子ども家庭局長」を「厚生労働省年金

局事業企画課長」に改める。 

 

 

○ 付録Ⅳ 別表７を次のとおり改める（全面改正）。 

  



別表７ 日本銀行（証票提出先）へ送付する際の書類の整理方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注１）集計表（第３片）に添付する書類について、領収控と歳入金等受入報告表が混

在する場合には、歳入金等受入報告表を最上部とする。 

  （注２）「集計表（第３片）を添付した領収控等」については、４、５月中を受入日と

するものがある場合には、さらに新旧年度別に取りまとめる。 

歳入金等受入日計表 

歳入金等受入合計表、歳入金等受入小計表

を添付した日銀ＯＣＲ分領収済通知書 

歳入金等受入合計表 

（アンダーカラ―青） 

歳入金等受入小計表 

日銀ＯＣＲ分領収済通知書 

歳入金等受入合計表を添付した集計表（第１片） 

集計表（第３片）を添付した領収控等（注１）（注２） 

窓口収納分（日銀ＯＣＲ分） 

その他 

歳入金等受入小計表 

日銀ＯＣＲ分領収済通知書 

集計表（第１片） 

歳入金等受入合計表 

（アンダーカラ―赤） 

集計表（第３片） 

領収控等 


